
第５期地域福祉計画の体系図（第４期計画との比較）

Ⅰ 地域住民が主役の福祉活動の推進
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Ⅱ 相談しやすい体制づくりと

福祉サービスの充実

Ⅲ お互いを尊重し合う

誰もが暮らしやすい地域づくり

１ 要支援者に対する福祉サービス提供の

仕組みの充実・整備Ⅰ 福祉サービスの充実と

利用促進み
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取組の方向基本目標

基本理念

・地域住民の自立と福祉サービスの充実による地域の福祉力の向上

・人と人がつながり温もりに満ちた地域社会づくり

・地域で築く協働と連携のまちづくり

２ 福祉サービスや支えあいに関する情報

の提供等

３ 福祉サービスの利用促進

４ 健康づくりの支援

５ 自立した生活を送るための支援

１ 活力ある地域コミュニティづくり

２ 地域主体の福祉活動に対する支援

３ 地域交流の場づくり

４ 市社会福祉協議会との協働

Ⅱ 地域による福祉活動の

推進

１ 地域における連携体制づくり
Ⅲ 地域における福祉と

関連分野との連携

１ 物と心のバリアフリー
Ⅳ 地域における

バリアフリーの推進

２ 支え合いの心を育むボランティア活動の推進

３ 住民同士が出会い・つながるプラットフォームづくり

４ みんなで支え合う安心安全な地域づくり

１ 多様な主体が参画する福祉活動の推進

１ 誰もが相談しやすい包括的な支援体制の推進【新】

３ 孤立させない相談・支援体制づくり

２ 多様な福祉サービスの充実と利用促進

２ 誰もが暮らしやすい生活環境の整備

１ 人権の尊重と差別・虐待・暴力の防止

＜今後の課題＞

①地域福祉を支える担い手

の減少

②地域の関係団体のさらな

る連携強化

③複雑化・複合化した課題

への対応

④福祉に関する情報提供の

充実

⑤感染症リスクへの対応

＜計画の位置づけ＞

①社会福祉法に基づく市町

村地域福祉計画

②成年後見制度利用促進計

画及び再犯防止推進計画

を盛り込んだ計画【新】

③第六次鹿児島市総合計画

に即した計画

④高齢、障害、児童、その

他福祉の各分野の個別計

画の上位計画【新】

⑤市社会福祉協議会の第５

次鹿児島市地域福祉活動

計画と基本理念を共有

【新】

⑥ＳＤＧｓのゴール達成に

向けた計画【新】

＜国の動向＞

「地域共生社会」の実現に

向けた包括的支援体制の推

進（複雑化・複合化した課

題への対応）

・地域福祉の担い手の発掘・育成

・地域の関係団体の連携・交流

・福祉活動の情報発信 など

施策の展開

・地域福祉に関する意識の高揚【新】

・ボランティア活動への参加促進

・ボランティア活動に対する支援

・地域福祉館等の利用促進と拠点づくりへの支援

・世代や分野を超えた幅広い交流の推進

・学びを通じた交流の推進

・防災対策の充実

・交通安全・防犯対策等の充実

・高齢者や障害者のための緊急システムの充実

・地域福祉ネットワークによる相談支援体制の充実

・市と関係機関等による相談支援体制の充実

・高齢・障害・子ども・生活困窮に関する各種支援

・成年後見制度の利用促進【新】

・まちづくり、産業、環境、教育分野等との連携 など

・高齢者や障害者等に対する自立支援

・犯罪や非行をした人に対する社会復帰支援【新】

・ひきこもりに対する支援【新】 など

・一人ひとりの人権の尊重

・差別・虐待・暴力の防止

・住宅や公共施設、道路のバリアフリー化

・交通機関のバリアフリー化

・高齢者や障害者等に対する移動手段の確保

目標指標【新】

①「福祉が充実し、お互いに支え合う暮らしや

すいまちである」と感じる市民の割合

※数値は調整中

②過去１年間に福祉活動やボランティア活動に

参加したことがある市民の割合

※数値は調整中

第５期計画（案）〔計画期間：令和４年度～令和８年度〕第４期計画〔計画期間：平成２９年度～令和３年度〕

＜第六次総合計画と同＞

目標指標

なし

資料４

【補足】

○第六次総合計画

都 市 像：つながる人・まち 彩りあふれる

躍動都市・かごしま

基本目標：市民一人ひとりが、ともに支え合い、

生きがいを持って自分らしく

○地域共生社会

世代や分野を超えてつながる、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい

○委員意見(2年度第2回地域福祉計画推進委員会)

「命」、「人生」、「生きがい」というのが、

基本理念に出てくるとよい

【補足】

「福祉活動の推進」を基本目標の１番目とし、第

４期計画の基本目標Ⅲを第５期計画の基本目標Ⅰと

Ⅱに整理統合


